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三重大学における対面授業や実験・実習などにおける 

感染予防対策について 

三重大学危機管理委員会 

2023年 2月 14日承認 

 

感染予防策の概要 

 

三重大学の担当教員・学生が学内・学外における教育・研究活動を行う時には、「三

重大学の教育・研究における担当教員・学生のための新型コロナ感染予防基本マ

ニュアル」を遵守してください。 

 

活動に参加する全ての学生・教職員等は、活動前に体温及び体調の自己チェック

を行ってください。明らかな発熱やいつもと違った症状があるときは活動に参

加しないでください。少しでも疑問のある時には活動前に指導教員に申し出て

相談してください。自己チェックの結果は原則として提出を求めませんが、「自

己健康観察シート」等へ記入しておくことを推奨します。 

 

担当教職員は、活動を始める前に、体調不良者の有無を確認してください。 

 

手指消毒は 70%アルコールによるものが基本となりますが、石鹸（ポンプ式を推

奨）を使った丁寧な手洗いも感染予防に有用です。 

 

消毒・除菌の方法等については、 

厚生労働省 「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html） 

を参照してください。 

 

教室等を使用する場合は、収容定員以下で活動を行ない、できるだけ互いの距離

を取るように努めて下さい。 

 

教室等の換気にも留意してください。 

 

運動・スポーツなど、活動の種類によっては接近したり、接触したりする状況が

生じ得ます。このような活動では、接近や接触について記載された各種スポーツ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
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協会ガイドラインなどを参照し、十分に検討してください。 

 

このマニュアルにおける「担当教職員」は、活動に関連する教職員および研究グ

ループの代表教員を含みます。 

 

 

 

活動開始にあたっての注意 

 

担当教職員は、授業を実施にあたって、体調あるいは健康上の不安（基礎疾患が

ある等）、感染リスクを極力避けたいという活動者の要望等についてあらかじめ

把握し配慮する。 

 

担当教職員は、毎回の活動前に体温及び体調について自己チェックをおこなう

よう、活動者に周知しておく。 

 

 

(1)検温および体調不良者のチェック：活動に参加する担当教職員・学生 

・ 受講当日には自宅で検温を行う。 

・ 当日 37.5℃以上の発熱者、平熱より１℃以上高い者、または体調不良を 

訴える者は参加しない。 

  ・  活動に参加する学生は、体温及び体調について少しでも気になることが

ある場合、活動前に担当教職員に口頭で申告する。 

・ 担当教職員は、体調不良者がいないかどうか、活動に参加する学生に口 

頭で確認する。 

 

(2)手指の消毒：活動に参加する担当教職員・学生 

・ 建屋および各教室に出入りする時には、その都度 70%アルコールなどで 

手指を消毒する。 

 

(3)マスクの適切な着用：活動に参加する担当教職員・学生 

・ 屋内では、運動や食事をする時などを除き、マスクの着用を推奨する。 

・ 食事中にマスクを外す場合は、会話を控え、黙食を心がける。 

・ 屋外では、目安 2m 以上の距離が取れない場合はマスク着用を推奨する。 

※マスク着用時は、こまめな水分補給などにより、熱中症を予防する。 
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(4) 担当教職員は、実験器具や計測機械を使用する場合は、使い捨ての手袋や軍手

を使用させる。作業用グローブなど使い捨てのできないものを使用するときは、使

用後に消毒する。 

 

 

 

活動前の注意 （活動に参加する担当教職員・学生） 

 

(1) 使用する机、椅子、マイクなどを消毒用スプレーとペーパータオル等を使って清

拭・消毒する。許可申請者が清拭・消毒を確認する。 

 

(2) ドアノブなど多くの人が触る部分は特に注意して清拭・消毒する。 

 

(3) 実験器具や測定機器の手が触れる場所も特に注意して清拭・消毒する。 

 

同じ教室等で行った前の活動において、後述する「活動後の注意」における(1)

から(4)までの清拭・消毒およびゴミ処理を行ったという連絡を当該活動の担当

教職員が確実に受けている場合は、本項における(1)から(3)の清拭・消毒を省略

することが可能である。担当教職員が確実な連絡を受けていない場合は、本項に

おける(1)から(3)の清拭・消毒を行ってから活動に入る。 

 

 

活動中の注意 （活動に参加する担当教職員・学生） 

 

（１） 活動中は不必要な会話を控える。 

 

（２） 換気に留意する。窓は可能な限り少しでも開け、常時換気させるのが望まし 

い。 

 

（３） 講義や試験の合間には、窓を大きく開けて換気することが望ましい。 

 

（４） 24時間換気装置がある場合は、常時換気も考慮する。 

 

（５） ドラフトチャンバーなどがあれば、それを利用した排気も考慮する。 
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（６） トイレや洗面は決められた場所を使用する。 

 

（７） トイレや休憩後に再入室する際には手指の消毒や新しい手袋の使用など、     

最初の入室時と同じように行う。 

 

（８） 食事や休憩は決められた場所で、なるべく交代で取るようにする。 

食事中は黙食を心がけるように指導する。 

 

（９） 着替えは決められた場所を使用し、間隔をあけて行う。 

 

（１０） 活動中に発熱や体調不良が発生した場合、速やかに他の活動者と隔離し、 

休ませる。 

 

・ 軽度の症状であれば、速やかに帰宅させ、自宅において健康観察させたの 

ち、「新型コロナウイルスが疑われる一般学生・教職員の対応フロー」に 

従って受診相談を行うのが基本の流れである。 

 

  ・ 症状が強い、あるいは判断に迷う時は、保健管理センターに相談する。 

 

  ・ 症状が重篤で、急を要すると判断される場合は、救急車を呼ぶ。 

 

    ・ 搬送方法は、症状が発生する場所（キャンパス内、遠方の実習場など）や症

状の程度により異なる。担当教職員は予め起こりうる状況を想定し、どのよう

なケースではどのように搬送するのかを、予め検討しておく。 

 

 

活動後の注意  （活動に参加する担当教職員・学生） 

 

学生、担当教職員あるいは研究グループの代表教員は、 

 

(1) ドアノブなど多くの人が触る部分は、必ず清拭・消毒する。許可申請者が清拭・

消毒を確認する。 

 

(2) 使用した机、椅子、マイクなどを消毒用スプレーとペーパータオル等を使って 
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清拭・消毒する。 

 

(3) 実験器具や測定機器の手が触れる場所も清拭・消毒する。 

 

(4) ゴミは、種別にまとめ、さらに大きなビニール袋に入れて密閉し、室外に出す。 

 

(1)および(4)は必ず行う。 

(2)および(3)は、可能な限り行う。 

 

担当教職員は、本項の(1)から(4)までを全て行ったのち、同じ教室等を使用する

次の活動担当教職員に確実に消毒済の引き継ぎ連絡がなされた場合は、次の活

動前の清拭・消毒は省略できる。確実な連絡がなされない場合は、次の活動前に

も清拭・消毒を行う。 

 

 

 

上記の講義や実験・実習以外の感染予防 

 

(1)課外活動は申請許可制とする。 

先に述べた「感染予防の基本的な対策」に加え、それぞれの課外活動の特性

に応じた感染防止策を申請書に書き加える。 

 

(2)生協食堂の利用、 

・ 生協では、出入り口での手指消毒、購入するとき間隔をあける、着席で

きる座席の制限、定期的な窓の開閉、割り箸の取り扱いなど、生協が作成し

た感染予防策を遵守する。 

 

(3)食事ができる教室や共用スペースの解放 

・ 雨の日や猛暑の日は外で食事を摂るのは不可能なため、弁当を食べる場

所として一部の教室や共用スペースを開放することを各部局で検討する。 

 

(4)バスでの移動（活動に参加する担当教員・学生全員） 

・ 当日は自宅で検温を行い、37.5℃以上の発熱者、平熱より１℃以上高い 

者、または体調不良を訴える者は参加させない。 

・ 乗車前に手指の消毒をする。 

・ 乗員の定員以下で運用し、移動中はマスクを着用する。 
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・ 冷暖房中であっても少し窓をあけ、常時換気を心がける。 

・ 運転手および担当教員は、運転後に車内座席や手に触れる場所の清拭・ 

消毒を行う手順を検討しておく。 

 

(5)宿泊に関わる注意事項 

・  活動に参加する担当教員・学生は、体温計を持参する。 

・ 活動に参加する担当教員・学生は、宿泊中には毎日検温を行い、記録する。 

37.5℃以上の発熱者、平熱より１℃以上高い者、または体調不良を訴え   

る者は当日の参加を見合わせる。 

・ 宿泊する人数は、各部屋とも定員以下の範囲とする。 

・ 担当教員は、宿泊する部屋と氏名を記録しておく。 

・ 活動に参加する担当教員・学生は、実習場、宿泊施設、食堂、トイレ 

の出入時、および入浴時には、手指消毒をする。 

・ 活動に参加する担当教員・学生全員は、室内ではマスク着用を基本とし、 

できるだけ互いの距離を取れるようにする。 

・ 担当教員は、食事や入浴の際、できるだけ分散させるように予め計画し、 

食堂では対面で会話しないよう配置を指示する。 

・ 担当教員は、宿泊した後の清拭・消毒について、誰がどのような手順で 

行うかを検討しておく。 

・ 消毒した後のゴミは大きなビニール袋に入れ、密閉する。 

担当教員は、ゴミ袋の廃棄方法についても検討しておく 

 

(6)練習船の実習 

練習船は特に密な状況を作りやすく、換気も困難であることから、より厳密

な対応が必要になる。長期間の航海を含むことから、感染者を乗船させない

ことが最重要となる。そのため、上記の感染対策に加え、以下の対策を講じ

る。 

  

 

乗船前の健康観察 

・ 乗船日を 0日とし、7日前から体温及び体調の自己チェックを行う。 

 

・ 乗船には(a)から(e)を満たすことが必要。 

(a)7日以内に風邪の症状（頭痛、咽頭痛、咳など）や 37.5°C 以上あ

るいは平熱より１℃以上高い発熱がないこと。  
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(b)7日以内に強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がないこと。  

(c)同居者に(a)又は(b)の症状がないこと。  

(d)7日以内に入国制限措置及び入国後の行動制限をとっている国・地

域への渡航歴がないこと。  

(e)7日以内に新型コロナウイルス感染者と濃厚な接触歴がないこと。  

※乗船を予定する者は、乗船前 の 7日間で(a)〜(e)を満たさない

ことが確認された場合には、速やかに実習担当教員に報告するこ

と。  

 

・ 練習船には、発熱者が出た場合に隔離できる個室を用意しておく。 

 

乗船時・乗船中 

・乗船時当日、体温測定を行う。37.5度以上の発熱者、平熱より１℃以上高 

い者、または体調不良を訴える者は乗船できない。 

・体温計を持参し、乗船時に体温測定を行い、担当者が体温を確認する。 

・乗船中は１日 2回体温測定を行う。 

・乗船時は手指消毒を行い、乗船中も船内に出入りする時、操縦室、宿泊室 

食堂、トイレ、浴室などに出入りする場合は、手指消毒する。 

・乗船中は、就寝、入浴、喫食以外の船室内ではマスクの着用を基本とする。

船外においてはできる限りマスクの着用を推奨する。 

・互いの距離をできる限り保つ。 

・食事は集中しないように分けてとる。対面で会話しない。 

・食事配膳時は、手指消毒の上、使い捨て手袋を使用する。 

・食事終了後、食堂の座席や出入り口のドアノブなどの消毒を行う。 

・船室内のドアノブなどの接触場所、浴室、トイレの消毒・清掃を行う。 

・ゴミは分別して大きなビニール袋に入れ、しっかり密閉する。 

 

・航海中に発熱などの感染症の症状が見られたら、個室に隔離する。その場

合、上陸させるための寄港先、上陸させてからの移動手段、付き添いの有

無、実習の中断の可能性なども、あらかじめ検討しておく。 

 

 

(7) 図書館の利用上の注意 

・出入り口での手指消毒、マスクの適切な着用、定期的な窓の開閉、トイレ

での手指消毒など、図書館が作成した予防策を遵守する。 
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(8)  その他 

・実習・実験の内容や感染状況によっては、各部局あるいは各自でさらに必 

要な予防策を講じる。 

 

・今後の状況の変化により、マニュアルの改変が行われることがある。 

 


